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日本代表選手団「公式服装」作製についての公募要領について 

 

 

１．事業名 

 東京 2020 パラリンピック競技大会 日本代表選手団「公式服装作製」事業 

 

２．事業の趣旨 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 ただし日本パラリンピック委員会では、障がいに配慮し作製する。 

 （１）式典服（結団式・解団式等） 

 （２）開会式服 

 

３．事業の内容 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

４．日本代表選手団公式服装コンセプト 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

５．作製にあたっての基本的な考え方 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

６．公募対象 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

７．選定方法並びに契約について 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

８．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 ただし日本オリンピック委員会の（３）については、日本障がい者スポーツ協会日本パラ

リンピック委員会から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこととする。 

 

９．各種情報資料並びに各種提出書類について 

 日本オリンピック委員会の公募要領による。なお各種情報資料の(1)～（3）及び(7)(8)に 

ついては、日本パラリンピック委員会の資料を参照すること。 

 

10．提出様式について 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

11．説明会の開催 

 開催日時：2019年 4月 25日（木）11時～12時 

 開催場所：岸記念体育会館 2階「理事・監事室」 

 日本オリンピック委員会と同時開催。 

 

12．事業規模（予算） 

 12万円（税別）程度 
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  ※式典服・開会式服を合わせた 1名分の目安。 

  ※パラリンピック日本代表選手団分 500着程度。 

  ※オリンピック日本代表選手団と同一デザインとする。 

 

13.選定方法等 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

14.契約締結 

 日本オリンピック委員会公式服装選定委員会での選定の結果、企画提案書・試作品をふま

えて契約予定者と日本パラリンピック委員会とで契約条件（権利条項を含む）の調整を行う。

最終的な契約額については、企画提案書の内容を勘案して決定し、契約予定者が提示した金

額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には、契約締結を

行わない場合がある。なお、両者の合意が得られ次第、契約書の取り交わしを行う。 

 

15．スケジュール 

 日本オリンピック委員会が策定した公募要領による。 

 

16．その他 

 本事業にあたっては、日本オリンピック委員会の公募要領及び日本パラリンピック委員

会の公募要領、日本障がい者スポーツ協会会計規定、ほか別に定める規定を順守すること。 

 

 

 

<本件担当> 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会 

企画情報部 企画課 黒田  

電話：03-5939-7021 FAX：03-5641-1213 

住所：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6 ３階 

 

注）説明会以降の質問については、jpsa-kikaku@jsad.or.jp へご連絡下さい。 

 内容により参加意思表明を提出した全団体（会社）へご回答する場合があります。 
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